
大環学綾鐙営研究会金期

第 l条(名称)

本会は、「大塚学校経営研究会Jと称する。

第 2条(目的及び活動)

本会は、学校経営を中心に教育学全般に関する研究を自的とし、各種研究会の開催、紀要及び

各種出版物の刊行を行い、会員相互の交流を図るものとする。

第 3条(会員)

本会は、会員及び名誉会員から成る。

2. 会員は、本会の目的に賛同し、活動に参加を希望する者で、会員 2名の推薦をもって、入会

を認められる。

3. 名誉会員は、本会が推挙する。

第 4条(組織)

本会に、会長、事務局長、運営委員、紀要編集委員、会計監査、幹事を置く。その任期は 2年

とする。

2. 本会を運営するため、運営委員会及び事務局を置く。

3. 総会は、原則として春季合宿において行うものとする。

第 5条(研究会)

本会で行う研究会は、定期研究会と合宿研究会からなる。

第 6条(会計)

本会の会計年度は、 4月 1自に始まり、翌年 3月末に終わるものとする。また、会費は、一般

会員 10，000円、学生会員 5，000円とする(名誉会員は除く)。

第 7条(紀要)

本会の紀要は、『学校経営研究Jと称し、年 l回毎年 4月に刊行する。その編集規程は、別に

定めるものとする。

第 8条(雑則)

本会の事務局は、筑波大学に置く。

第 9条(附則)

本会員IJは、昭和 51年 3月 1日より施行する。

2. 本会則は、昭和 54年 4月 1日より施行する。

3. 本会則は、昭和 56年4月 1日より施行する。

4. 本会則は、 1991年 4月 1日より施行する。
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『学校経費耕究』鱒集規程

1 .本紀要は、大塚学校経営研究会の機関誌として年 l回発行する。

2.本紀要は、本会会員の研究論文を掲載し、併せて、文献・資料の紹介、その他研究活動に関連

する記事を登載する。

3.本紀要に論文を掲載しようとする会員は所定の論文投稿要領に従い、紀要編集委員会事務局宛

に送付するものとする。

4. 論文の掲載は、紀要編集委員会の合議によって決定する。

5.掲載の場合は、若干の修正を加えることがある。ただし、内容について重要な変更を加える場

合は、執筆者と協議する。

6. 本紀要に掲載したものの原稿は、原則として返還しない。

7. 本紀要の編集事務についての通信は、下記宛とする。

〒305-8572 

茨城県つくば市天王台 1-1 -1 

筑波大学教育学系小島弘道研究室

『学校経営研究』編集委員会事務局

f学校経営朝究』輔集基準

1 .編集は、次の区分にしたがって行う。

(括弧内は、 400字詰原稿用紙の枚数)

(1)特集

(2)特別論文一学校経営学に関する本格的な研究論文 (80枚程度)。

(3) 自由研究-学校経営学ひいては教育学の発展に寄与する研究論文 (50枚程度)。

(4) 学校現場の開題一学校経営や教育実践に関する諸問題の分析、事例報告など (50枚程度)。

(5) 書評・資料紹介一学校経営学に関する重要文献の書評、重要資料の解説。

(6) 研究会葉報

(7) その他、必要に応じて編集委員会が設けるもの。

2.上記(3)(4)については、研究会会員の自由投稿を募る。

その他については、編集委員会が編集にあたる。その際、会員からの要望・意見を積極的に聴

取し、検討すること。

3.本基準は、第 18巻より適用する。
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官学校経営萌究』輪文投構聾額

1.論文原稿は、未発表のものに限る(ただし、口頭発表、プリントの場合は、この限りではない)。

2.編集委員会において枚数を指定するもの以外の論文原稿は、 400字詰原稿用紙A4判 50枚以内

とする。ワープロ使用の場合は、 A4判 40字X30行とする。

3.原稿に図表のある場合は、本文に換算する。図表は、論文原稿末尾に添付し、本文中には挿入す

べき箇所を指定する。

4.引用文献は、論文末にまとめて提示することとし、その方法は、次の例に従うこと。

( 1) 吉本二郎 f学校経営学』国土社、 1965年、 123頁。

(2) 永岡 JI頃「現代学校経営計画論JW学校経営研究』第 1巻、 1976年、 15頁。

(3) Gri旺ith，D. E.， Administrative Theory， Appleton-Century-Corfts Inc.， 1959， p.21 

(4) Weick， K.E.， "Educational Organization as Loosely Coupled System，" Administra ti ve 

Science Quarterly， Vo1.21， 1976， pp. 75 -76. 

5.論文原稿には、必ず論文題自の欧文を付すこと。

6.論文原稿は、 3部(コピー可)送付すること。原稿は原則として返却しない。

7.論文投稿の申し込み期限は毎年 8月末日とし、原稿提出期限は毎年 10丹末日とする。
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